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広報もとみや　平成21年6月

　

認
知
症
は
、
以
前
は
痴
呆
症
と

呼
ば
れ
て
い
た
誰
に
で
も
起
こ
り

う
る
脳
の
病
気
で
す
。

　

85
歳
以
上
で
は
、
４
人
に
１
人

に
そ
の
症
状
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
現
在
は
１
７
０
万
人
で

す
が
、
今
後
20
年
で
倍
増
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

脳
の
機
能
が
低
下
す
る
こ
と

で
、「
物
忘
れ
」
や
「
判
断
力
の

低
下
」
な
ど
が
起
こ
り
、
他
人
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
り

に
く
く
な
っ
た
り
、
周
り
の
状
況

に
あ
わ
せ
た
行
動
が
取
れ
ず
、
家

族
が
疲
れ
き
っ
て
共
倒
れ
し
て
し

ま
う
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。

　

し
か
し
、
本
人
も
自
分
が
情
け

な
か
っ
た
り
、
自
分
が
崩
れ
て
い

く
よ
う
な
不
安
を
感
じ
た
り
、
大

き
な
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、「
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を

目
指
し
、
認
知
症
対
策
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　

認
知
症
を
知
り
、
認
知
症
の
人

の
暮
ら
し
を
地
域
で
支
え
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

〈高齢者の状況〉

※高齢者数に7.6％（県が示した割合）をかけた数値。

地域包括支援センターの

認知症対策
①認知症サポーター養成講座
　認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族
を温かく見守る応援者養成の講座です。
　およそ１時間をめやすとし、５人以上の集まりであ
ればどなたでも受けられます。
　日時、場所は事前に打ち合わせを行い、地域に出向い
て講座を行います。

②認知症介護家族会「なごみ会」のご案内
　認知症は特異な症状から介護の大変さ・難しさがあり
ます。介護者同志集まりの中で交流や助言を行っていき
ます。
　毎月第２月曜日（休日の場合は翌日火曜日）の午後１
時30分から４時まで、中央公民館で行います。

◆申し込み・問い合わせ先
　地域包括支援センター（☎内線116番）

　

福
島
県
で
は
、
平
成
21
年
７
月
１
日
か
ら
「
お
も
い
や
り
駐
車
場

利
用
制
度
」
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

制
度
の
施
行
に
先
立
ち
、
本
宮
市
で
も
６
月
１
日
か
ら
利
用
証
の

申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

【
制
度
の
内
容
】

　

こ
の
制
度
は
、
車
い
す
使
用
者

用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
（
左
記
マ
ー
ク

の
あ
る
駐
車
場
）
の
利
用
適
正
化

を
図
る
た
め
、
対
象
者
に
県
が
利

用
証
を
発
行
し
、
利
用
者
に
は
駐

車
す
る
際
に
利
用
証
の
掲
示
を
求

め
る
も
の
で
す
。

【
対
象
者
】

　

身
体
障
が
い
者
、
知
的
障
が
い

者
、
精
神
障
が
い
者
、
高
齢
者
、

難
病
患
者
、
妊
産
婦
、
け
が
人
で

県
が
定
め
る
交
付
基
準
に
該
当
す

る
方
（
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
）。

【
申
請
方
法
】

　

窓
口
に
設
置
し
て
あ
る
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
確
認

書
類
の
コ
ピ
ー
を
添
付
し
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
（
申
請
書
は
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）。

【
確
認
書
類
】

　

身
体
障
が
い
者
手
帳
、
療
育
手

帳
、
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手

帳
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
特

定
疾
患
医
療
受
給
者
証
、
母
子
健

康
手
帳
、
診
断
書
（
け
が
の
場
合
）

【
利
用
方
法
】

　

駐
車
場
を
利
用
す
る
際
、
車
内

に
利
用
証
を
掲
示
し
ま
す
。

【
利
用
で
き
る
駐
車
場
】

　

お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
制
度

に
協
力
し
て
い
る
店
舗
な
ど
の
駐

車
場
（「
お
も
い
や
り
駐
車
場
」

の
表
示
が
あ
り
ま
す
）。

【
申
請
窓
口
・
問
い
合
わ
せ
先
】

▽
本
宮
市
役
所　

保
健
福
祉
課

☎
３
３―

１
１
１
１

　
（
内
線
１
３
１
）

▽
白
沢
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

☎
４
４―

２
１
１
１

　
（
内
線
５
２
０
）

▽
本
宮
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
３
３―

２
０
０
６

▽
福
島
県
庁　

高
齢
福
祉
課

☎
０
２
４―

５
２
１―

７
１
９
７

このマークが
目印です！

※この制度は、県民の皆さんの「おもいやり」によって運用されるものです。ご理解とご協力をお願いします。

旧本宮町・　　
旧白沢村の合計 本　宮　市

平成12年12月 平成20年12月

65歳以上の高齢者数 6,127人 7,057人

認知症高齢者推計※ 466人 536人

認
知
症
を
知
り
、認
知
症
の
人
の
暮
ら
し
を

地
域
で
支
え
て
い
き
ま
し
ょ
う

～「
高
齢
者
の
相
談
窓
口
」
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
～

「
お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
制
度
」が

始
ま
り
ま
す
！

ワクワクする夏
、

　　　まるかじ
り！　ナ・ツ・ト・ク キャンペーン！！

（平成21年6月１日～平成21年8月31日まで）
　〈対象商品・個人限定〉
○定期貯金　•証書式定期20万円以上の新規・増額お預入の方。
　　　　　　　 または、総合口座セット定期10万円以上の新規・増額お預入の方。（期間１年以上）
○定期積金　•満期受取額50万円以上の新規ご契約の方。
○ＪＡカード　•新規お申し込みの方。

JAみちのく安達くわしくはお近くのＪＡ支店またはＭＡ（マネーアドバイザー）まで…♪

期間中、対象商品を
ご契約された方に、
ちょきんぎょグッズを
プレゼント！

～火山災害から身を守るために～

安達太良山の
噴火警戒レベル

　平成21年度より、噴火危険状態を住民の方々に分
かりやすくお知らせするために、安達太良山に噴火
警戒レベルを導入しました。安達太良山の噴火の予
報や警報は、噴火警戒レベル１～５となります。

◎噴火警戒レベルとは、噴火時などに危険な範囲や必要な防災対応を、レベル１から５の５段階に区分したものです。
◎レベルには、火山の周辺住民、観光客、登山者等のとるべき防災行動が一目で分かるキーワードを設定しています。
◎対象となる火山が噴火警戒レベルのどの段階にあるかは、噴火警報等でお伝えします。

◎最新の噴火警戒レベルは気象庁HPでもご覧になれます。　　http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcano.html
■問い合わせ先
○仙台管区気象台　火山監視・情報センター　 ☎022－297－8164　　http://www.sendai-jma.go.jp/
○福島県地方気象台　防災業務課　　　　　　☎024－534－0321　　http://www.sendai-jma.go.jp/tidai/fukushima/

予報
警報

対象
範囲

レ ベ ル
（キーワード） 火山活動の状況 住民等の行動および登山者・入山者等への対応

噴
火
警
報

居
住
地
域
お
よ
び

そ
れ
よ
り
火
口
側

５
（避　　難）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫している状態にある。

危険な居住地域からの避難等が必要。

４
（避難準備）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発
生すると予想される（可能性が高まって
いる）。

警戒が必要な居住地域での避難準備、災
害時要援護者の避難等が必要。

火
口
周
辺
警
報

火
口
か
ら
居
住

地
域
近
く
ま
で

３
（入山規制）

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす
（この範囲に入った場合には生命に危険
が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生する
と予想される。

住民は通常の生活。状況に応じて災害時
要援護者の避難準備。
登山禁止・入山規制等危険な地域への立
入規制等。

火
口
周
辺

２
（火口周辺規制）

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に
入った場合には生命に危険が及ぶ）噴火
が発生、あるいは発生すると予想される。

住民は通常の生活。
沼ノ平火口内への立入規制等。

噴
火
予
報

火
口
内
等

１
（平　　常）

火山活動は静穏。火山活動の状態によっ
て、火口内で火山灰の噴出等が見られる
（この範囲に入った場合には生命に危険
が及ぶ）。

沼ノ平火口内で危険な箇所への立入規
制。


